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（資料出所：富山労働局）
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有効求人倍率の推移

◼ 富山県の有効求人倍率は、令和7年１月以降、受理地別では1.4倍台で推移し、就業地別では1.6
倍台で推移している。

◼ 令和８年１月の有効求人倍率は、受理地別では1.4７倍（全国４位）、就業地別では1.66倍（全

国２位）と、他県と比べても高い有効求人倍率となっており、人手不足が深刻化している。

有効求人、有効求職及び有効求人倍率（受理地別）

（令和8年1月）

有効求人、有効求職及び有効求人倍率（就業地別）
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（資料出所：富山労働局）

（令和8年1月）

１

R7.１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 R8.１月

有効求人数 21,881 21,706 21,910 22,040 22,524 22,751 22,897 22,715 22,567 22,265 22,026 21,898 21,574

有効求職者 15,647 15,201 15,197 15,255 15,368 15,385 15,384 15,340 15,126 15,114 15,091 14,780 14,721

有効求人倍率 1.40 1.43 1.44 1.44 1.47 1.48 1.49 1.48 1.49 1.47 1.46 1.48 1.47

全国の有効求人倍率 1.25 1.25 1.25 1.25 1.23 1.22 1.22 1.21 1.20 1.19 1.19 1.20 1.18

※受理地別：求人票を受理したハローワークを基に算出した求人倍率

R7.１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 R8.１月

有効求人数 24,776 24,583 25,018 25,311 25,696 25,748 25,721 25,539 25,366 24,932 24,803 24,706 24,440

有効求職者 15,647 15,201 15,197 15,255 15,368 15,385 15,384 15,340 15,126 15,114 15,091 14,780 14,721

有効求人倍率 1.58 1.62 1.65 1.66 1.67 1.67 1.67 1.66 1.68 1.65 1.64 1.67 1.66

全国の有効求人倍率 1.25 1.25 1.25 1.25 1.23 1.22 1.22 1.21 1.20 1.19 1.19 1.20 1.18

※就業地別：求人票に記載された就業場所を基に算出した求人倍率



人手不足分野の職業別有効求人倍率

◼ 富山県の令和８年1月の人手不足６分野（医療、介護、保育、建設、警備、運輸）の有効求人

倍率（受理地別）は4.25倍と、全産業計の1.47倍に比べ大幅に高くなっている。

◼ 「有効求人数」が多い職業の有効求人倍率は、介護3.85倍、建設10.15倍、運輸3.22倍と高

く、深刻な人手不足となっている。

人手不足分野の職業別有効求人倍率
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（資料出所：富山労働局） ２

1.医療 2.介護 3.保育 4.建設 5.警備 6.運輸 人手不足
分野計

全産業計

有効求人数 824 2,546 231 2,395 392 1,458 7,846 20,032

有効求職者数 328 662 77 236 89 453 1,845 13,655

有効求人倍率 2.51 3.85 3.00 10.15 4.40 3.22 4.25 1.47



人手不足分野の人材確保支援

◼ 令和８年度においては、すべてのハローワークの最重要事項として、医療・介護・保育分野の求人充足対策を強

化。具体的には、アウトリーチ型の積極的な企業訪問による求人充足支援を実施。

◼ 令和８年度からハローワーク富山に「人材マッチング企画部門」を新たに設け、人材不足分野ごとの専門的な知

識を持った職員が、求人事業所のニーズを基にマッチングを行うほか、富山所・高岡所・滑川所の３所は重点連

携所とし、共同で面接会・業界別体験会を開催するなど、連携を強化した求人充足支援。

◼ 若者の採用・育成に積極的で雇用管理が優良な中小企業を認定する「ユースエール認定制度」の取得促進に積極

的に取り組むとともに、認定企業を重点的にＰＲする等、企業の人材採用を支援。

※ユースエール認定企業数：47社（令和７年度新規認定企業数：18社）【令和８年２月末現在】

ユースエール認定制度

重点連携所

３



「人材確保・活躍推進協定」の締結

◼ 富山県と労働局は、これまでも雇用政策に関して連携してきたところですが、平成27年に締結した「雇用対策協

定」を、現下の県内企業等における深刻な人材不足など社会経済情勢の変化に対応するため、富山県知事と富山

労働局長との間で「人材確保・活躍推進協定」として令和８年2月に再締結。

◼ これまでの「雇用対策協定」では、①働きやすい職場づくりの推進、賃金の引上げに向けた支援、②人材確保及

びリ・スキリング等の推進、③若者の移住・UIJターン・県内就職の促進、④多様な人材の活躍促進の4本柱とし

ていましたが、再締結した「人材確保・活躍推進協定」では新たに、『⑤エッセンシャルワーク業種の人材確

保』、『⑥キャリア教育、人材育成の充実』も柱にすえて連携を強化。

４



富山県の賃金等引上げ状況

５

春季賃上げ妥結・要求状況（いずれも加重平均）

集計団体 令和６年 改定額（改定率） 令和７年改定額（改定率） 令和８年要求額（要求率）

全
国

連合 15,281円（5.10%） 16,356円（5.25%） 19,506円（5.94%）(注)

経団連（大手企業） 19,210円（5.58%） 19,195円（5.39%）

富
山
県

連合富山 12,995円（4.76%） 14,069円（5.14%） 18,438円（6.35%）

富山県経営者協会 12,395円（4.39%） 14,206円（4.83%）

(参考) 最低賃金の推移（過去５年間）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

全国加重平均額 (引上げ率) 930円(3.10%) 961円(3.33%) 1,004円(4.47%) 1,055円(5.08%) 1,121円(6.26%)

富

山

県

時間額 877円 908円 948円 998円 1,062円

引上げ額 28円 31円 40円 50円 64円

引上げ率 3.30% 3.53% 4.41% 5.27% 6.41%

全国加重平均額：都道府県ごとの労働者数×地域別最低賃金額で計算した全国の合計を総労働者数で除した額。

(注) 連合の春季生活闘争方針
・定昇相当分を含め５%以上
・賃金実態が把握できないなどの事情がある中小労組は、18,000円以上・６%以上を目安

連合 R8.3.  2集計
連合富山 R8.3.18現在



このマークが付いた助成金は、中小企業・小規模事業者向け 「富山県賃上げ応援補助金」 の対象です。支給申請の手続き
等を社会保険労務士等へ依頼した際の報酬費用の一部が補助されます。 富山県労働政策課 076-444-3256

賃金引上げ支援

• 賃金規定等の増額改定に関するキャリアアップ計画の作成が必要

• 中小企業、大企業どちらも利用可能

• 原則、事業所内全ての非正規雇用労働者の賃金規定等を改定す

る必要あり

• 改定にあたり職務評価を活用した場合、昇給制度を新たに規定し

た場合は助成額を加算

非正規雇用労働者の賃上げ活用のポイント

非正規雇用労働者の賃上げ率の区分 助成額
（１人当たり）

３％以上4％未満の場合 ４万円(2.6万円)

4％以上5％未満の場合 5万円(3.3万円)

5％以上6％未満の場合 6.5万円(4.3万円)

6％以上の場合 7万円(4.6万円)

(※)括弧内の金額は、大企業の場合の助成額。１年度１事業所あたりの支給申請上限人数は100人。

富山労働局 助成金センター                 
       076-432-9172

（賃金規定等改定コース）

富山県キャリアアップ奨励金【助成金と併せて活用可】

富山県人材確保推進課 076-444-8897             

キャリアアップ助成金

非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定し、そ
の規定を適用させた場合に助成します。

パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げが対象です。

中小企業が賃金規定等を５％増額改定し、10人の有期雇用労働者の賃金引き上

げを実施した場合、65万円が支給されます。また、富山県キャリアアップ奨励金

も受けられます。

活用例

• 職業訓練実施計画を作成し、訓練開始前に労働
局への提出が必要。計画に沿って訓練を実施し
た後、申請

• 10時間以上のOFF-JTによる訓練等が対象
• 中小企業、大企業どちらも利用可能
• 助成額は、訓練内容、企業規模により決定

職業訓練＋経費助成等
（訓練終了後の賃上げ等加算）

活用のポイント

区分（※） 賃上げした場合の助成率・額

①賃金助成額
労働者1人１時間あたり

５００円・1000円

②経費助成率 訓練経費の45％～100％
※制度導入に係る助成の場合は、2４万円・36万円

③ＯＪＴ実施助成額
1人１コースあたり

12万円～２５万円

人材開発支援助成金

職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等
を実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。

活用例

※訓練コース・メニューによって上記区分①～③のいずれが支給されるか異なります（①～③全てが支給される場合もあ
れば②のみとなる場合もあります。）。

中小企業事業主が、正規雇用労働者1人につき、10時間の訓練（※１）（訓練経費10万
円）を受講させ、訓練終了後、訓練受講者の賃上げ（※２）を行った場合、7万円が支給
されます。

※１ 人材育成支援コース（人材育成訓練）の場合
※２ ５％以上の賃上げ又は資格等手当を就業規則等に規定し、訓練受講者に実際に資格等手当を支払い３％以上賃
金を上昇させた場合

富山労働局 助成金センター                  
       0 7 6 - 4 3 2 - 9 1 7 2

６



• 雇用管理制度又は従業員の作業負担を軽減する機器の導入

計画の作成、実施後の離職率の低下が必要

• 原則、中小企業、大企業どちらも利用可能(※)

• 助成額は、雇用管理制度・導入機器に応じて決定

• 対象労働者の賃上げ（５％以上）で、助成額を加算

雇用管理改善の取り組み
（賃上げ加算）

活用のポイント

区分 助成額（※１・２）

①賃金規定制度 ③人事評価制度
②諸手当等制度

50万円（40万円）

④職場活性化制度 ⑤健康づくり制度 25万円（20万円）

⑥作業負担を軽減する機器等
導入経費の62.5％

（50％）

人材確保等支援助成金

人材確保のために雇用管理改善につながる制度等（賃金
規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、

健康づくり制度）の導入や雇用環境の整備（従業員の作業
負担を軽減する機器等の導入）により、離職率低下を実現し

た事業主に対して助成します。

複数の雇用管理制度や作業負担を軽減する機器等を導入し、

賃上げ（５％以上）を行った場合、最大287.5万円が支給さ

れます。
活用例

(※) 賃金規定制度は中小企業のみ利用可能

(※１)括弧内の金額は、賃上げを行った場合以外の助成額又は助成率。

（※２）①～⑤を複数導入した場合の上限額は100万円（80万円）。

⑥を導入した場合の上限額は187.5万円（150万円）。

富山労働局 助成金センター                  
       0 7 6 - 4 3 2 - 9 1 6 2

（雇用管理制度  ・雇用環境整備助成コース）

その他人材確保に関する助成金

特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース、中途採用拡大コース）

• 雇入れ支援コース：事業主の経済的事情により離職を余儀なくされた労働者を早期に無期雇

用で雇入れ、雇入れ前と比較して５％以上賃上げした場合に助成します。

• 中途採用拡大コース：中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用率を一定以上拡

大させた場合及び中途採用率を一定以上拡大させ、そのうち45歳以上の者で一定以上拡大

させ、かつ当該45歳以上の者全員を雇入れ前と比較して５％以上賃上げした場合に助成し

ます。

産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）

• 在籍型出向により労働者をスキルアップさせ、復帰後の賃金を復帰前と比較し５％以上

増加させた場合に助成（上限額8,870円／１人１日あたり（１事業主あたり1,000万

円））します。

• ハローワーク等を通じ、高年齢者や障害者、就職氷河期世代を含む中高年層など（就職困難

者等）を継続して雇用する事業主に助成（30万円～240万円）

• これら就職困難者等を就労経験のない職種で雇い入れ、①成長分野（デジタル、グリーン）の

業務に従事する労働者の雇入れ、②人材育成（人材開発支援助成金の活用）及び雇入れから

3年以内に５％賃上げのいずれかを実施した場合、1.5倍の助成金を支給

業務改善助成金

事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業に、その費用の一部を助成しま

す。中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取り組みが支援対象（※）

です。※交付決定前の設備投資は対象となりません。

働き方改革推進支援助成金

労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む中小企業事業主に、外部専門家の

コンサルティング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、成果を上げた場合

に助成します。

令和７年度の申請受付は終了しました。
令和８年度の内容は別途リーフレット・HPなどでお知らせします。

富山県賃上げサポート補助金【助成金への上乗せ補助】

富山県人材確保推進課 076-444-8897             

富山労働局 雇用環境・均等室                  
         0 7 6 - 4 3 2 - 2 7 2 8

富山労働局 雇用環境・均等室                  
         0 7 6 - 4 3 2 - 2 7 2 8

賃金引上げ支援

７



賃金引き上げに向けた主な支援策の活用状況

②業務改善助成金
事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業等に、その費用の一部を助成します。
中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取り組みが支援対象です。

令和７年度１月末現在 申請件数 248件（昨年同期の1.23倍） 申請額 359,627千円（昨年同期の1.36倍) ※支給決定は設備等導入後となります

令和６年度 同期 申請件数 202件 申請額 264,736千円
（参考：令和６年度計 申請件数 202件 申請額 264,736千円

①キャリアアップ助成金

非正規雇用労働者の正社員化や、基本給の賃金規定等を増額改定するなどの処遇改善に取り組んだ場合に助成します。
パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げ等が対象です。

③賃金引上げ特設ページ ④働き方改革推進支援センター富山

賃上げを含む、働き方改革全般ついての
様々な相談に、専門家が無料でワンス
トップで対応します。

（※令和7年度の申請期限は10月11日までで終了。）

専門家による窓口相談や個別訪問件数
1月末現在 844件

（主な相談内容別の内訳）
就業規則 257

仕事と育児・介護等との両立支援 146

キャリアアップ助成金 76

業務改善助成金 69

（その他助成金 124）
ハラスメント防止 37

 36協定 37

女性活躍 35

など

令和７年度１月末現在 申請件数 546件（昨年同期比2.16倍） 支給決定額 237,731千円（昨年同期比2.03倍）
令和６年度 同期 申請件数 253件 支給決定額 116,949千円

（参考：令和6年度計 申請件数 318件 支給決定額 142,604千円）
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